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職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
知
事
の
事
務
部
局
の
部
の
本
庁
の
項
中
「
地
域
保
健
推
進
監
」
の
下
に
「
、
感
染
症
対
策

監
」
を
加
え
、
「
農
地
活
用
推
進
監
」
を
「
水
田
畑
地
化
推
進
監
」
に
改
め
、
同
部
の
保
健
所
の
項
中
「
副

所
長
」
の
下
に
「
（
医
療
職
㈠
四
級
の
職
に
あ
る
者
又
は
医
療
職
㈠
三
級
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る

職
に
あ
る
者
）
」
を
加
え
、
同
部
の
土
木
事
務
所
の
項
中

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

「

」
を

次
長
（
行
政
職
七
級
又
は
六
級
の
職
に
あ
る
者
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る

職
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
）
、
室
長
（
行
政
職
七
級
又
は
六
級
の
職
に
あ

る
者
）

七
種

室
長

十
種

「

」
に
改
め
、
同

次
長
、
室
長

七
種

表
の
労
働
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
三
種
」
を
「
一
種
」
に
改
め
、
同
表
の
議
会
事
務
局
の
項
中
「
、
参
事

（
総
括
）
」
を
削
り
、
同
表
の
人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中

「

」
を

局
長

一
種

「

」
に
改
め
、
同

局
長

一
種

参
事
監

三
種

表
の
教
育
委
員
会
の
部
の
本
庁
の
項
中

「

」
を

理
事

二
種

教
育
次
長
、
参
事
監

三
種

「

」
に

、

「

所

教
育
次
長
、
参
事
監

三
種

長
」
を
「
室
長
、
所
長
」
に
改
め
、
「
、
法
務
調
整
監
」
を
削
り
、
同
部
の
教
育
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室

室
長

六
種

　

別
表
第
三
の
教
育
委
員
会
の
部
の
教
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
部
長
（
行
政
職
七
級
又
は
六
級
の
職
に
あ
る

者
）
」
の
下
に
「
、
参
事
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
も
の
）
」
を
加
え
、
同
部
の
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
の
項
中

「

（
人
事
委
規
則
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

二

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
議
会
事
務
局
の
部
中
「
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
・
主
幹
（
班
の
総
括
で
あ
る
課
長
補
佐
・
主
幹
に

限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
の
知
事
部
局
の
部
の
本
庁
の
項
中
「
（
職
員
派
遣
を
さ
れ
て
い
る
参
事
監
を
除

く
。
）
」
及
び
「
、
情
報
政
策
課
参
事
」
を
削
り
、
同
部
の
保
健
所
の
項
中
「
所
長
」
の
下
に
「
、
副
所

長
」
を
加
え
、
同
部
の
こ
ど
も
・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
務
企
画
課
長
」
を
「
総
務
課
長
」

に
改
め
、
同
部
の
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
、
参
事
監
」
を
削
り
、
同
表
の
教
育
委
員
会
の

部
の
本
庁
の
項
中
「
、
課
長
」
の
下
に
「
、
室
長
」
を
加
え
、
「
、
法
務
調
整
監
」
を
削
り
、
「
改
革
企
画

班
参
事
・
主
幹
・
副
主
幹
」
を
「
改
革
企
画
班
課
長
補
佐
・
主
幹
」
に
、
「
企
画
・
予
算
班
主
幹
・
副
主
幹

・
主
査
」
を
「
企
画
・
予
算
班
課
長
補
佐
・
副
主
幹
」
に
、
「
担
当
す
る
副
主
幹
・
主
査
」
を
「
担
当
す
る

副
主
幹
」
に
、
「
福
利
課
管
理
予
算
班
課
長
補
佐
」
を
「
福
利
課
管
理
予
算
班
主
幹
」
に
、
「
安
全
・
安
心

企
画
班
主
幹
」
を
「
安
全
・
安
心
企
画
班
副
主
幹
」
に
、
「
社
会
教
育
課
管
理
予
算
班
参
事
」
を
「
社
会
教

育
課
管
理
予
算
班
課
長
補
佐
」
に
、
「
教
育
文
化
班
参
事
」
を
「
教
育
文
化
班
主
幹
」
に
改
め
、
同
部
中

「

」
を

教
育
事
務
所

所
長
、
総
務
課
長

「

」
に
改
め
る
。

教
育
事
務
所

所
長
、
総
務
課
長

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室

室
長

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

大
分
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

所
長

六
種

」
を

「

所
長

六
種

に
改
め
、
同

副
所
長

七
種

」

表
の
警
察
本
部
の
部
の
本
部
の
項
中
「
機
動
捜
査
隊
長
」
の
下
に
「
、
会
計
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
加
え

る
。

「

」
を

　

別
表
第
四
の
ハ
の
表
中

4
　
級

三
　
種

1
1
0
,1
0
0
円

「

」
に
改
め
る
。

4
　
級

二
　
種

1
2
6
,6
0
0
円

三
　
種

1
1
0
,1
0
0
円

「

」
を

　

別
表
第
五
の
ハ
の
表
中

4
　
級

三
　
種

9
2
,7
0
0
円

「

」
に
改
め
る
。

4
　
級

二
　
種

1
0
6
,7
0
0
円

三
　
種

9
2
,7
0
0
円

　

第
一
号
様
式
中
「本

人
印

」
を「
本
人
の
　

　
確
　
認
」

に
、
「通

知
者
印

」
を「

通
知
者
　

　
の
確
認
」

に
改
め
る
。

　

第
七
号
様
式
中
「
印
」
を
「
の
確
認
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三
の

警
察
本
部
の
部
の
本
部
の
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

（
人
事
委
規
則
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

三

　
　
　
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
姫
島
村
の
部
の
出
先
機
関
の
款
の
高
齢
者
福
祉
生
活
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
高
齢
者
福
祉
生
活
セ
ン

タ
ー
」
を
「
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
」
に
改
め
、
同
表
の
日
出
町
の
部
の
本
庁
の
款
の
町
長
部
局
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

町
長
部
局

会
計
管
理
者
、
課
長
、
契
約
検
査
室
長
、
参
事
、
財
政
課
課
長
補

佐
、
総
務
人
事
係
長
、
財
政
係
長
又
は
総
務
課
課
長
補
佐
、
副
主

幹
、
主
査
若
し
く
は
主
任
（
職
員
団
体
担
当
又
は
人
事
、
給
与
、

服
務
、
組
織
若
し
く
は
定
数
に
つ
い
て
企
画
に
関
す
る
事
務
を
行

う
者
に
限
る
。
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

　
　
　

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

　

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

組

織

の

区

分

級

別

区

分

郡

市

名

公　
　
　
　
　

署　
　
　
　
　

名

教
育
委
員
会

第
一
級

玖

珠

郡

九
重
青
少
年
の
家

警

察

本

部

第
一
級

玖

珠

郡

長
者
原
警
察
官
駐
在
所
、
飯
田
警
察
官
駐
在
所

竹

田

市

七
ッ
森
警
察
官
駐
在
所
、
宮
砥
警
察
官
駐
在
所

豊
後
大
野
市

上
緒
方
警
察
官
駐
在
所

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

組
織
の
区
分

郡
市
名

公　
　
　
　
　
　

署　
　
　
　
　
　

名

警

察

本

部

国

東

市

熊
毛
警
察
官
駐
在
所

東

国

東

郡

姫
島
警
察
官
駐
在
所

日

田

市

上
津
江
警
察
官
駐
在
所
、
中
津
江
警
察
官
駐
在
所

竹

田

市

宮
城
警
察
官
駐
在
所
、
荻
警
察
官
駐
在
所

佐

伯

市

小
野
市
警
察
官
駐
在
所

津

久

見

市

保
戸
島
警
察
官
駐
在
所

　

（
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
大
分
県

　

人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
八
項
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
を

（
人
事
委
規
則
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

四

　

受
け
て
い
た
職
員
で
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

　

（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者

　

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か

　

か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
当
該
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
勤
務
し
て
い
た
公
署
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
場

　

合
（
当
該
公
署
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
及
び

　

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計

　

額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職

　

員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第

　

一
の
級
別
区
分
欄
に
掲
げ
る
公
署
の
級
別
区
分
に
応
じ
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
に
掲
げ
る
支
給
割
合
を

　

乗
じ
て
得
た
額
を
特
地
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

３　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
規
則
別
表
第
一
の
警
察
本
部
の
部
若
し
く
は
別
表
第
二
又
は
第
二

　

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
附

　

則
第
八
項
に
掲
げ
る
公
署
で
、
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
公

　

署
（
以
下
「
特
地
公
署
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
施
行
日
以
後
に
移
転
し
た

　

も
の
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
の
前
日
に
当
該
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
で
施
行
日
以
後
当
該
公
署
に
引
き

　

続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
施
行
日

　

か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
特
地
公
署
等
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
地
勤
務

　

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
の
算
定
は
、
改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行

　

日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料

　

及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
を
基
礎
と

　

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と

　

い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に

　

よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
の
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

　

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る

　

給
料
の
月
額
に
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
三

　

十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

　

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ

　

れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

　
　
　

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
三
号
ニ
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ト
と
し
、
同

号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ヘ　

教
育
組
織
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
室
長

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　

労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

　

第
二
号
の
表
中
「
教
育
庁
日
田
教
育
事
務
所
」
を
「
教
育
庁
日
田
教
育
事
務
所

　

教
育
庁
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
委
規
則
・
人
事
委
告
示
）


